
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 お問合わせ 

発行元：益田市市民活動支援センター 

〒６９８－８６５０ 益田市常盤町１番１号 益田市役所人口拡大課内 

TEL：０８５６－３１－０６００ FAX：０８５６－２３－７７０８ 

Eメール：ｎｐｏ@city.masuda.lg.jp 
 

＜助成金情報＞ 
 

※各種助成金の詳細については、 

発信元のホームページをご覧ください。 

① 市長は、事業報告書等の提出期限の翌日から２月を経過した日において、事業報告書等を提出していない

法人（提出した事業報告書等の内容に不備があり、その補正に応じない法人を含む）があるときは、代表

権を持つ理事（以下「代表理事」）及び全ての監事に対し、過料に関する規定を明記した督促書を

送付します。 

② 市長は、督促書を送付した日の翌日から２月を経過した日において事業報告書等を提出していない法人が

あるときは、全ての理事及び監事に対し、過料事件の通知を行う旨を明記した督促書を送付しま

す。 

※②の督促書は、代表理事の住所又は居所（以下「住所」）に送付するものにあっては特定記録郵便によ

り、代表理事を除く全ての理事及び監事の住所に送付するものにあっては普通郵便により送付します。 

 

③＜過料事件の通知＞ 

・市長は、②の督促書を送付した日の翌日から１月を経過した日において事業報告書等を提出していない

法人があるときは、法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件の通知を

行います。 

 

 

 

 

ともにつくる 認知症カフェ開設応援助成 福祉・医療 

認知症の人を地域で支える取り組みとして期待される「認知症カフェ」

がさらに全国各地に広がっていくことを願い、新しく「認知症カフェ」を立

ち上げる団体・グループを助成します。 

〔助成金額〕 上限１００万円 

〔申込締切〕 ６月１２日 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

〔発信元〕 (福)朝日新聞厚生文化事業団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.asahi-welfare.or.jp/ 

研修会資金助成 福祉・医療 

認知症等の高齢者を在宅で介護する家族等を対象とした研修会（講習会・勉

強会・介護教室・シンポジウム等を含む）に係る開催費用の助成を行います。 

〔助成金額〕 上限１５万円 

〔申込締切〕 ７月５日 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 

〔 〕 (公財)損保ジャパン日本興亜福祉財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://sjnkwf.org/ 

平成 29年度 社会福祉助成金 福祉・医療 

障害児者の福祉向上を目的とする事業や研究を対象に助成します。 

〔助成金額〕 上限１００万円 

〔申込締切〕 ６月３０日 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

〔発信元〕 （公財）みずほ福祉助成財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://mizuhofukushi.la.coocan.jp/index.html 

子ども 
ファイザープログラム 
～心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援～ 

 

福祉 
・ 
医療 

子育て・仕事・家族介護など社会において様々な役割を担っている中堅世代

の人々や、疾病・障がい・貧困・差別などにより社会参加に困難を抱える中堅

世代の人々が、生き生きと充実した社会生活を実現するための取り組みを助

成します。 

〔助成金額〕 上限３００万円 

〔申込締切〕 ６月１６日 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

〔 〕 ファイザー株式会社 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.pfizer.co.jp/pfizer/index.html 

 

子ども 第 11回 よみうり子育て応援団大賞 

子どもや親を対象にした支援活動を行う国民の民間グループや団体

を募集します。 

〔助成金額〕  

大賞（賞金２００万円）１団体、 

奨励賞（同１００万円）２団体を選びます。 

別に応募団体の中から選考委員会特別賞（同２０万円）を贈ります。 

〔申込締切〕 ６月９日 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

〔発信元〕 読売新聞大阪本社 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://info.yomiuri.co.jp/index.html 

子ども 子育てと仕事の両立支援に対する助成活動(１) 

保育施設または放課後児童クラブの受け皿拡大や質の向上の取り組みに対し

て、休日・夜間保育事業、病児、病後児保育事業、延長保育事業、一時預かり

保育事業等に必要な設備の整備、備品の購入等に係る費用の助成を行いま

す。 

〔助成金額〕 上限３５万円 

〔申込締切〕 ６月３０日 

〔発信元〕 (一社)生命保険協会 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.seiho.or.jp/ 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 

まちづくり 平成２９年度 公益信託しまね女性ファンド助成事業 後期 

女性たちが主体的に企画・運営する事業を支援します。 

〔助成金額〕 対象経費の２／３ 

(上限５０万円) 

〔申込締切〕 ７月１５日 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

〔発信元〕 (公財)しまね女性センター 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.asuterasu-shimane.or.jp/swc/index.html 

まちづくり 
【第 1回】平成 29年度 

地域づくり応援助成制度事業（立上げ） 

地域課題解決や地域活性化のために団体自らが実施する継続的な

各種活動で、団体の立ち上がり期や新規の活動で継続的な実施が見

込めるものを対象に助成します。 

〔助成金額〕 ２０万円以上５０万円以下 

（対象経費の２／３以内） 

〔申込締切〕 ７月２０日 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

〔発信元〕 (公財)ふるさと島根定住財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.teiju.or.jp/ 
まちづくり 

【第 1回】平成 29年度 

地域づくり応援助成制度事業（事業化） 

地域課題解決や地域活性化に向け団体自らが実施する活動のうち、

団体の新たな事業展開を図る活動（本格的規模拡大・グレードアップ

等）で継続的な実施が見込めるものを対象に助成します。 

〔助成金額〕 ５０万円以上２００万円以下 

（対象経費の２／３以内） 

〔申込締切〕 ６月３０日 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

〔発信元〕 (公財)ふるさと島根定住財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.teiju.or.jp/ 

子ども 子育てと仕事の両立支援に対する助成活動(２) 

放課後児童クラブの受け皿拡大や質の向上に必要な設備の整備、備

品の購入等に係る費用の助成を行います。 

〔助成金額〕 上限２０万円 

〔申込締切〕 ６月３０日 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

〔発信元〕 (一社)生命保険協会 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.seiho.or.jp/ 

 

スポーツ エネルギア文化・スポーツ財団平成 29年度助成 

中国地域に所在する文化、スポーツに関する団体を助成します。 

〔助成金額〕 １０万円～５０万円 

〔申込締切〕 ６月２０日 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

〔発信元〕 （公財）エネルギア文化・スポーツ財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.gr.energia.co.jp/bunspo/index.html 

益田市市民活動支援センター 

ますだすまいる 通信 

 

2017年 6月発行 第46号 NPO市民活動団体情報誌 

事業報告書の準備をよろしくお願いします。 

毎年提出していただいている「事業報告書」は、活動の様子を広く市民の

みなさまに伝えるためのツールであり、大切なものです。 

所轄庁での閲覧の他に、内閣府ＮＰＯホームページから全国どこにいて

も法人の事業報告書が閲覧できるため、写真を用いてみるなどわかりや

すく作成し、市民のみなさまへ思いの伝わる報告書を届けましょう。 

提 出 書 類 

①事業報告書等提出書 １部 

②事業報告書 ２部 

③活動計算書（計算書類の注記を含む） ２部 

④貸借対照表 ２部 

⑤財産目録 ２部 

⑥年間役員名簿 ２部 

⑦社員のうち１０人以上の者の名簿 ２部 

計算書類の注記について 

計算書類の注記とは、活動計算書・貸借対照表をより詳しく説明するために必要な書類です。

活動計算書や貸借対照表だけでは、具体的な部分は殆ど分かりません。わかり易い事業報告書

には、必要不可欠な書類です。 

各種様式について 

益田市ホームページより、提出書類の様式をダウンロードできます。また、様式が決まっていない書類

は作成例をご案内しています。電話での相談も受け付けておりますのでお気軽にご連絡下さい。 

【益田市市民活動支援センター 電話：31-0600】 

 

事業年度初め、 

３ヶ月以内に 

提出してください！ 

役員の皆さまへ 

役員の任期はいつまででしょうか？ 

「今まで役員に変更がない(再任している)

ため、役員の変更等届出書を出していない」 

という法人はありませんか？役員の変更等

届出書は、再任の場合にも提出が必要です。 

任期毎の提出をお願いします。 

お知らせ 

平成２９年４月、益田市特定非営利活動促進法施行

細則が一部改正され、役員の変更などで新たに 

就任された方の住民票の提出が不要と

なりました。 

※益田市外にお住まいの方に関しましては、これま

で通り住民票のご提出をお願いいたします。 

ＮＰＯ法人のみなさま 



益田市よりお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 協働のまちづくり事業補助金 

趣 旨 市および地域団体と地域住民とが協働で実施するまちづくり事業を推進す

ることを目的とします。 

対象団体 地域団体（地域住民グループ、ボランティア団体、NPO 法人） 

対象事業 市、地域団体および地域住民が企画段階から参画し、協働で実施する、地

域課題の解決や地域の活性化等に向けた活動を対象とします。 

助成金額 市の予算の範囲内で、１地域団体に交付する助成金は、１０万円を下限額

とし、千円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てます。 

申請書等 申請書、募集要項は市のホームページからダウンロードできます。 

募集期間 ７月１２日(水)まで 

 
 

■お問合せ・お申込み■ 

（公財）ふるさと島根定住財団 Tel:0852-28-0690 

 

詳しい内容は、市ホームページまたは 

市人口拡大課までお問合せください。 

℡：31-0600 

イベント情報 

チリンとドロンのコンサート 
６月２４日(土) ６月２５日(日) 

会場：プラサ枕瀬 会場：島根県芸術文化センター 

（津和野町枕瀬 464-2） 「グラントワ」スタジオ１ 

会場＞13：30 開演＞14：00 

チケット 

〔前売〕大人 1,500 円 子ども 1,000円 3才以下無料 

〔当日〕大人 2,000 円 子ども 1,500円 3才以下無料 

※お孫さん連れの方・６５才以上の方は 500円引き 

チケット販売 益田おやこ劇場／島根県芸術文化センター グラントワ 

お問合せ 益田おやこ劇場 TEL:090-8244-2208 

春のエコリスフェア『PETボトルについて考える』 

６月１１日（日）10：00～14：30 

会場：益田市リサイクルプラザ 

(益田市下波田町 490 番地) 
PET ボトルのリサイクルに関する様々な展示をします。 

 ボトルキャップや衣類の回収 

 再生家具抽選会 

 わけあり・お得市 市内で出てくる格落ち品をお安く提供 

 飲食コーナー カレー･焼き鳥・素麺 etc… 

 舞台イベント PET ボトルを使ったゲーム・真砂神楽上演 etc… 

 体験教室 アルミ缶風車作り・EM ぼかし作り 

この他にも様々なコーナーを予定しています♪ 

[お問合せ] 益田市リサイクルプラザ啓発棟 TEL：26-7474 

ボトルキャップが 

マグネットや 

パネルアートに変身 

市からの補助金は税金対象になりますか？ 
 

国や地方公共団体からの補助金をＮＰＯ法人の収益事業に充てる場合には、原則として課

税対象となります。 

 ただし、収益事業に該当しない事業に対する補助金や、固定資産の取得または改良に充てる

ために交付を受ける補助金については、その固定資産を収益事業の用に供する場合であって

も、収益事業に係る益金(収益)の額に算入しないこととされています。 

NPOヒント ～「平成２６年度版 ＮＰＯ虎の巻」より抜粋～ 

ふるさと島根定住財団よりお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 6 月 11 日(日) 13：30～15：30 

会場 ジュンテンドージャストホール 

(益田市遠田町 2179-1) 

※事前申込が必要です。 

 


